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１ 改正理由 

  「職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例」（令和４年千葉県条例第

２７号）が、令和４年１０月２１日に公布され、令和５年４月１日より、職員の定年

年齢の引上げ等が行われることとなった。 

  これに伴い、学校職員の勤務時間等に関する規則について、次項に示す改正を行う。 

 

２ 主な改正点 

  第二条第三項、第五項及び第六項の「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用 

短時間勤務職員」に変更する。 

   

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

４ 経過措置 

 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和四年千葉県条例第二

十七号）附則第二十九項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の学校職員

の勤務時間等に関する規則第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員と

みなして、同項並びに同条第五項及び第六項の規定を適用する。 


